
放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

放
送
法
の
一
部
改
正
関
係

一

複
数
の
放
送
対
象
地
域
に
お
け
る
放
送
番
組
の
同
一
化

１

現
行
の
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
制
度
を
改
正
し
、
国
内
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
け
る
国
内
基
幹

放
送
の
役
務
に
対
す
る
需
要
の
減
少
等
に
よ
り
当
該
放
送
対
象
地
域
の
放
送
系
の
数
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
等
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
（
以
下
「
指
定
放
送
対
象
地
域
」
と
い
う
。
）
を

含
む
地
域
に
お
い
て
、
異
な
る
放
送
対
象
地
域
の
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
個
別
の
経
営
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、

特
定
放
送
番
組
同
一
化
（
二
以
上
の
国
内
基
幹
放
送
の
放
送
時
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
二
以
上
の
国
内

基
幹
放
送
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
放
送
対
象
地
域
に
お
け
る
放
送
番
組
に
対
す
る
当
該
放
送
対
象
地
域
固
有
の
需
要
を
満

た
す
た
め
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
同
一
の
放
送
番
組
の
放
送
を
同
時
に
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に

関
す
る
方
針
（
以
下
「
特
定
放
送
番
組
同
一
化
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
整

備
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
六
条
の
四
第
一
項
関
係
）

２

総
務
大
臣
は
、
特
定
放
送
番
組
同
一
化
実
施
方
針
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
定
放
送
番
組



同
一
化
実
施
方
針
が
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
百
十
六
条
の
四
第
三
項
関
係
）

㈠

特
定
放
送
番
組
同
一
化
の
対
象
と
な
る
二
以
上
の
国
内
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
が
次
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
。

①

当
該
放
送
対
象
地
域
が
相
互
に
重
複
し
な
い
こ
と
。

②

当
該
放
送
対
象
地
域
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
が
指
定
放
送
対
象
地
域
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
放
送
対
象
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
文
化
的
諸
事
情
が
相
互
に
相
当
程
度
共
通
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

④

当
該
放
送
対
象
地
域
の
数
が
総
務
省
令
で
定
め
る
数
を
超
え
な
い
こ
と
。

㈡

特
定
放
送
番
組
同
一
化
の
対
象
と
な
る
二
以
上
の
国
内
基
幹
放
送
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
放
送
対
象
地
域
に
お
け
る

放
送
番
組
に
対
す
る
当
該
放
送
対
象
地
域
固
有
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
内
容
が
、
当
該
需
要
を
満

た
す
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

総
務
大
臣
は
、
認
定
に
係
る
特
定
放
送
番
組
同
一
化
実
施
方
針
が
２
㈠
及
び
㈡
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た



と
認
め
る
と
き
等
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
六
条
の
五
第
五
項
関
係

）
４

特
定
放
送
番
組
同
一
化
実
施
方
針
の
認
定
を
受
け
た
国
内
基
幹
放
送
事
業
者
が
、
当
該
特
定
放
送
番
組
同
一
化
実
施

方
針
に
従
っ
て
特
定
放
送
番
組
同
一
化
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
審
議
機
関
の
設
置
の
特
例
、
基
幹
放
送
の
受
信
に
係

る
事
業
者
の
責
務
の
特
例
及
び
認
定
放
送
持
株
会
社
の
関
係
会
社
の
責
務
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第

百
十
六
条
の
六
関
係
）

二

複
数
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
よ
る
中
継
局
設
備
の
共
同
利
用

１

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
が
他
者
の
中
継
局
を
用
い
る
た
め
の
規
定
の
整
備

㈠

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
第
九
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
な
い
で
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い

る
方
法
の
ほ
か
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
放
送
対
象
地
域
と

同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
と
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供

給
契
約
を
締
結
し
、
当
該
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
（
放
送
系
に
お
い
て
他
の
放
送
局
か

ら
放
送
を
さ
れ
る
放
送
番
組
を
受
信
し
、
そ
の
内
容
に
変
更
を
加
え
な
い
で
同
時
に
そ
の
再
放
送
を
す
る
地
上
基
幹



放
送
の
業
務
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
基
幹
放
送
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
、
地
上
基
幹

放
送
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
条
の
二
第
一
項
関
係
）

㈡

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
お

う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
業
務
に
用
い
る
電
気
通
信
設
備
（
基
幹
放
送
局
提

供
事
業
者
の
基
幹
放
送
局
設
備
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
運
用
の
た
め
の
業
務
管
理
体
制
（
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業

者
が
当
該
電
気
通
信
設
備
の
一
部
を
構
成
す
る
設
備
の
運
用
を
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
委

託
先
に
お
け
る
業
務
管
理
体
制
を
含
む
。
）
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣

の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
条
の
二
第
二
項
関
係
）

２

日
本
放
送
協
会
が
他
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
と
中
継
局
設
備
を
共
同
利
用
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

㈠

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
業
務
を
効
率
的
に
遂
行
す
る
た

め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
業
務
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

協
会
は
、
当
該
出
資
を
し
て
い
る
間
、
当
該
出
資
を
し
た
者
を
子
会
社
（
協
会
が
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数



を
有
す
る
株
式
会
社
そ
の
他
の
協
会
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
と
し
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十

条
の
二
第
一
項
関
係
）

①

指
定
地
上
基
幹
放
送
地
域
（
人
口
、
地
理
的
条
件
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
協
会
が
当
該
地
域
に
お
け
る
地
上
基

幹
放
送
の
提
供
に
必
要
な
放
送
設
備
の
全
部
を
自
ら
保
有
す
る
た
め
の
費
用
が
他
の
地
域
に
比
し
て
多
額
で
あ
り
、

協
会
が
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
提
供
す
る
基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
業
務
の
効
率
化
を
図
る
必
要
性
が
特
に
高
い
地
域
と
し
て
総
務
大
臣
が

指
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
基
幹
放
送
局
設
備
の
保
有
及
び
管
理
を
す
る
こ
と
。

②

指
定
地
上
基
幹
放
送
地
域
に
お
い
て
、
協
会
そ
の
他
の
基
幹
放
送
事
業
者
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
①
の
基
幹
放

送
局
設
備
を
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
。

㈡

協
会
は
、
第
八
十
五
条
第
一
項
の
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
幹
放
送
局
提
供
子
会
社
（
㈠
の
規
定
に
基
づ
き
出
資
し
た
子
会
社
を
い
う
。
）
に
対
し
、
指

定
地
上
基
幹
放
送
地
域
に
お
け
る
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
及
び
こ
れ
に
附
属



す
る
放
送
設
備
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
の
二
第
四
項
及
び
第
八
十
五
条
第
二

項
関
係
）

三

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
業
務
管
理
体
制
の
確
保
に
係
る
規
定
の
整
備

１

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
申
請
書
の
記
載
事
項
と
し
て
、
基
幹
放
送
設
備
の
一
部
を
構
成
す
る
設
備
の
運
用
を
他

人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
備
の
概
要
及
び
委
託
先
の
氏
名
又
は
名
称
を
追
加
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。
（
第
九
十
三
条
第
二
項
関
係
）

２

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
が
申
請
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
、
１
の
設
備
の
概
要
及
び
委
託
先
の
氏
名
又
は
名
称
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
七
条
関
係
）

３

基
準
適
合
維
持
義
務
の
対
象
と
し
て
、
基
幹
放
送
設
備
等
の
運
用
の
た
め
の
業
務
管
理
体
制
（
基
幹
放
送
設
備
等
の

運
用
を
他
人
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
委
託
先
に
お
け
る
業
務
管
理
体
制
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
追

加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
一
条
第
一
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）

４

基
準
適
合
維
持
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
重
大
事
故
の
報
告
義
務
の
対
象
と
し
て
、
業
務
管
理
体
制
の
不
適



切
な
運
用
に
起
因
す
る
事
故
を
含
め
る
と
と
も
に
、
総
務
大
臣
に
よ
る
改
善
命
令
及
び
報
告
徴
収
の
対
象
と
し
て
、
業

務
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項
を
含
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
及
び
第
百
二
十
二

条
か
ら
第
百
二
十
四
条
ま
で
関
係
）

第
二

電
波
法
の
一
部
改
正
関
係

一

複
数
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
よ
る
中
継
局
設
備
の
共
同
利
用

１

他
人
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
て
地
上
基

幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
当
該
業
務
に
用
い
ら
れ
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
免
許
の
申

請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
と
し
て
、
当
該
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
て
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行

お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

２

他
人
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
て
地
上
基

幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
当
該
業
務
に
用
い
ら
れ
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
二
項
関
係
）

㈠

当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。



㈡

当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
し
た
申
請
が
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
及
び

第
八
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

３

基
幹
放
送
局
の
免
許
状
に
、
他
人
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
の
免
許
を
受
け
て
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
三
項
関
係
）

４

総
務
大
臣
が
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
局
の
免
許
の
対
象
に
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
の
そ
の

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
全
て
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
に
、
当
該

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
以
外
の
も
の
の
免
許
を
追
加
す
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
五
条
第
一
項
関
係
）

二

基
幹
放
送
局
の
業
務
管
理
体
制
の
確
保
に
係
る
規
定
の
整
備

１

基
幹
放
送
局
の
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
と
し
て
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設

備
の
一
部
を
構
成
す
る
設
備
（
無
線
設
備
を
除
く
。
）
の
運
用
を
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
設
備
の
概
要
及
び
委
託
先
の
氏
名
又
は
名
称
を
追
加
す
る
こ
と
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
項
関
係
）



２

基
幹
放
送
局
の
予
備
免
許
を
受
け
た
者
又
は
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
が
申
請
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
、
１
の
概
要
及
び
委
託
先
の
氏
名
又
は
名

称
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
及
び
第
十
七
条
関
係
）

第
三

そ
の
他

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


